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要望書 

  
国の基本方針、構想審査会「構想審査結果」「検証結果報告」に盛られてい

る指摘に従い、「地域医療に影響しない教員等の確保」及び「修学資金制度

を核に地域定着策」の不十分な対応を検証することを強く要望します。  
 
 
国、構想審査会が最大限の注意を払ってきた「地域医療への影響の排除」「地域定着策

の確立」について、現時点の東北薬科大学の対応は、構想審査会が提示した条件を満足し

ているとは言いがたいものです。このまま進めれば、「東北地方の地域医療の崩壊」、

「東北地方に新たな地域偏在を来し」、「循環型修学資金の制度崩壊の危機」など、様々

な問題が顕在化する可能性が高いと考えます。（別添参照） 

 

国、構想審査会が繰り返し指摘してきたこれらの問題を解決することなく大学設置に進

めば、これらの問題が重大な社会問題化し、国、構想審査会の責任問題になる事を危惧す

るものです。ひとたび「地域医療崩壊」や「偏在」が顕在化すればその回復は容易ではな

く、長期にわたり社会問題化し、国民からの責任追及の声も高まる事が予想されます。 

 

また、循環型修学資金制度が、問題なく運営されなければ、国が定めた基本方針に則り

「卒業生の地域定着」が頓挫する事になり、医学部新設の意義は根本から崩れることにな

ります。 

 

構想審査会にあっては、国が求めた「四つの留意点」、構想審査会自らが定めた「七つ

の条件」と「六つの対応が必要な事項」に照らし、これらが守られているか厳正に検証す

ることを強く求めます。  
 


